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物件番号 １ 物 件 明 細 

所 在 地 
（住居表示） 

① 泉佐野市泉ケ丘一丁目675番62 ② 泉佐野市泉ケ丘一丁目675番86 

③ 泉佐野市泉ケ丘一丁目675番112 ④ 泉佐野市泉ケ丘一丁目675番118 

⑤ 泉佐野市泉ケ丘一丁目689番１ ⑥ 泉佐野市泉ケ丘一丁目689番２ 

（いずれも「泉佐野市泉ケ丘一丁目９番街区」） 

交通機関 ＪＲ阪和線 東佐野駅 南東約800m（道路距離） 

最低売却価格 １８３，０００，０００円 

面  積 

登記 
① 4,644㎡   ② 696㎡ 
③ 1,360㎡   ④ 145㎡ 
⑤ 44.22㎡   ⑥ 33.96㎡ 

合計 
登記 6,923.18㎡ 
 
実測 6,925.36㎡ 

実測 
① 4,644.46㎡  ② 696.84㎡ 
③ 1,360.00㎡ ④ 145.88㎡ 
⑤ 44.22㎡   ⑥ 33.96㎡ 

登記地目 ①～④ 雑種地 ⑤⑥ 宅地 

接面道路の 
状   況 

北東側：市道・幅員約 7.0ｍ・舗装有・高低差無・歩道無 

南側：市管理道路・幅員約 6.8ｍ・舗装有・高低差無・歩道無 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画法 

区 域 区 分 市街化区域 

用 途 地 域 ①第一種住居地域 ②第一種低層住居専用地域 

地 域 地 区 新家山風致地区 

建 ぺ い 率 ①②とも 40% 容 積 率 ①200％ ②80% 

その他の 
法令等 

宅地造成及び特定盛土等規制法（宅地造成工事等規制区域） 
建築基準法（22条防火区域） 
日影規制（①４ｍ／５－３時間 ②1.5ｍ／４－2.5時間） 

私道の負担等に 
関する事項 

負担の有無 無 

負担の内容 ― 

供
給
処
理
施
設
の
状
況 

区 分 配管等の状況 照会先及び電話番号 

公 営 水 道 前面 有 
泉佐野市上下水道局 上下水道総務課 
072-467-2800 

電   気 前面 有 
関西電力送配電㈱ コンタクトセンター 
0800-777-3081 

都 市 ガ ス 前面 有 
大阪ガスネットワーク㈱ 導管情報センター 
06-6202-2141 

公共下水道 前面 有 
泉佐野市上下水道局 下水道整備課 
072-450-2222 

工 作 物 ネットフェンス 



実施要綱－9 

【特記事項】 

１ 本件は、①～⑥の６筆の土地を１物件として一般競争入札を行い、落札者を決定しますが、①～④の

土地、⑤⑥の土地は大阪府の異なる会計に属するため、売買契約書作成等の契約事務は物件ごとにそれ

ぞれで行います。 

 各契約金額は落札金額を①～④:⑤⑥＝99：１で按分（１円未満の端数は①～④に算入する）した金額

とします。 

（お問い合わせ先：①～④及び入札事務について 

 大阪府財務部財産活用課財産処理グループ 電話 06-6210-9184 

 ⑤⑥について 

 大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室施設保全課資産活用グループ 

  電話 06-6210-9759 

２ 現状有姿による売却ですので、物件の引渡しはあるがままの形になります。 

３ ①～④は旧都市計画道路大阪岸和田南海線（泉佐野市）未利用地で、⑤⑥は府営泉佐野泉ケ丘住宅残

地です。 

４ 本地の用途地域は北側市道「新家泉ヶ丘１号支線」より50ｍ地点までは第一種住居地域にあり、その

余は第一種低層住居専用地域にあります。平面図に用途地域境界線を図示していますが、あくまでも参

考です。 

５ 都市計画法に基づく許可及び開発指導要綱に基づく開発協議については泉佐野市と協議してくださ

い。 

（お問い合わせ先：泉佐野市都市整備部都市計画課 電話 072-447-8124） 

６ 建築行為の際は、大阪府の担当窓口と協議してください。 

（お問い合わせ先：大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課 電話 06-6210-9724） 

７ 本地は「新家山風致地区」に指定されていますので、「泉佐野市風致地区内における建築等の規制に関

する条例」を遵守してください。 

（お問い合わせ先：泉佐野市都市整備部道路公園課管理係 電話 072-463-1212（代表）） 

８ 本地の大半が１ｍほどの起伏がある緩やかな傾斜地で、南側で最大約５ｍの高低差があります。 

９ 本地には、Ⓐ泉佐野市の下水管敷、Ⓑ府営住宅の雨水管敷及びⓒ府営住宅の進入路が介在しています。 

各土地における通行承諾、施工承諾等については各管理者と協議してください。 

Ⓐ泉佐野市の下水管敷 

（お問い合わせ先：泉佐野市上下水道局維持管理係 電話 072-450-3404） 

Ⓑ府営住宅の雨水管敷及びⓒ府営住宅の進入路 

（お問い合わせ先：大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室施設保全課資産活用グループ 

 電話 06-6210-9759） 

10 本地周辺の雨水は、南側の水路を通り、「奥池」へ放出されていることから、池及び水路を管理する２

つの水利組合から「通常の住宅利用による雨水以外は排水しないでほしい」との要望がでています。 

この要望については、下記の担当窓口と協議してください。 

（お問い合わせ先：泉佐野市生活産業部農林水産課 電話 072-463-1212（代表）） 

11 泉佐野市から、本地内に開発道路を建設する場合は、新たな開発道路とⓒ府営住宅の進入路が北側の

市道（新家泉ヶ丘１号支線）に向けて並走するのではなく、ⓒ府営住宅の進入路に被せるように一体で

開発道路を建設してほしいと要望を受けております。 
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（お問い合わせ先：泉佐野市都市整備部都市計画課 電話 072-447-8124） 

12 本地において試掘調査を行った結果、地下埋設物を確認したため、撤去工事を行っております。 

地下埋設物の埋設経過等は不明です。なお、試掘調査及び撤去工事に関する資料については、大阪府財

務部財産活用課で閲覧できます。 

（お問い合わせ先：大阪府財務部財産活用課財産処理グループ 電話 06-6210-9184） 

13 土地境界確定図等は大阪府財務部財産活用課で閲覧できます。 

（お問い合わせ先：大阪府財務部財産活用課財産処理グループ 電話 06-6210-9184） 

14 本地内から隣接地に、隣接地から本地内に、樹木の一部が相互に越境しています。これらの取扱いに

ついては、落札者において隣接者と協議してください。 

15 本地の外周フェンスのうち、府営住宅敷地と隣接する部分の取扱いについては、大阪府都市整備部住

宅建築局住宅経営室施設保全課資産活用グループと協議してください。 

（お問い合わせ先：大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室施設保全課資産活用グループ 

 電話 06-6210-9759） 

16 供給処理施設（公営水道・電気・都市ガス・公共下水道）については、各事業者にお問合せください。 

17 売買物件の引渡し後、売買物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、履行

の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。ただ

し、大阪府が知りながら告げなかった内容及び買受者が消費者契約法第２条第１項に規定する消費者で

ある場合については、この限りではありません。 
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物件番号 １ （１）位 置 図 

広域図 

 

詳細図 
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物件番号 １ （２）平 面 図 
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物件番号 １ （２）平 面 図 

 

 



実施要綱－14 

物件番号 １ （２）平 面 図 
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物件番号 １ （２）平 面 図 
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物件番号 １ （３）丈 量 図 
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物件番号 １ （３）丈 量 図 
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物件番号 １ （３）丈 量 図 
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物件番号 １ （３）丈 量 図 
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物件番号 １ （３）丈 量 図 
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物件番号 １ （３）丈 量 図 
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物件番号 １ （３）丈 量 図 
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